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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焙煎コーヒー豆を微粉砕して得られるメジアン径が５０～３００μｍの不溶性コーヒー
粉末と、焙煎コーヒー豆の粉砕物に抽出処理を行って得られる焙煎コーヒー豆の抽出物と
、麦芽抽出物とを含有し、加熱殺菌して製造されるコーヒー飲料であって、
　コーヒー飲料１００ｍＬあたりの水不溶性固形分（Ａ）に対する麦芽抽出物の配合量（
Ｂ）が、乾燥重量を基準にして、[（Ｂ）／（Ａ）]＝０．００５～５であり、
　コーヒー飲料中の水不溶性固形分（Ａ）が、０．０１～０．５質量％であり、
　前記麦芽抽出物は、麦芽を焙煎し、糖化し、温水で抽出して得られたものであるか、麦
芽を焙煎し、温水で抽出して得られたものである、
　前記コーヒー飲料。
【請求項２】
　麦芽抽出物が非発酵の麦芽抽出物である、請求項１に記載のコーヒー飲料。
【請求項３】
　ｐＨが５．５～７．０である、請求項１または２に記載のコーヒー飲料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焙煎コーヒー豆を微粉砕して得られる微粉砕コーヒー豆を配合し、加熱殺菌
処理して得られる、容器詰めコーヒー飲料に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、缶やペットボトル等の容器に充填された容器詰めコーヒー飲料が多く開発、市販
されている。このようなコーヒー飲料に対する消費者嗜好の多様化に伴い、より高級なも
の、より高品質なもの、より機能的なもの、新規な香りや味を有するものなど、コーヒー
飲料の開発需要はますます高まっている。そこで、コーヒー豆の微粉砕品を配合したコー
ヒー飲料が提案されている。
【０００３】
　このような微粉砕品を配合したコーヒー飲料として、例えば、平均粒子径が２μｍ以下
のコーヒー豆微粉砕品を含有することを特徴とするコーヒー風味強化剤（特許文献１）や
、コーヒー豆の抽出液を濃縮したコーヒーエキスと平均粒子径３０～５０μｍに微粉化し
たコーヒー豆とを混合してなるコーヒーペースト（特許文献２）等を、缶コーヒーなどの
嗜好飲料に配合することが知られている。また、コーヒー豆の微粉砕品を主原料とするコ
ーヒー飲料も提案されている（特許文献３）。
【０００４】
　一方、麦芽の抽出物を配合したコーヒー飲料が提案されている。麦芽抽出物の配合目的
は、突然変異原性のないコーヒー飲料の製造（特許文献４）や、アルコール性コーヒー飲
料の酵母の生育に必要な栄養源（特許文献５）や、大麦、玄米および大豆の焙煎組成物の
熱水抽出物であるコーヒー代用エキスを用いたコーヒー飲料の甘味料（特許文献６）であ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１２４４８６号公報
【特許文献２】特開２００７－２８９０３５号公報
【特許文献３】特開２００５－３１８８１２号公報
【特許文献４】特開平３－３３２９７号公報
【特許文献５】特開平１０－２９１２０６号公報
【特許文献６】特開昭６１－２９３３４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　焙煎コーヒー豆の微粉末を配合して得られるコーヒー飲料は、焙煎コーヒー豆由来の香
ばしい香り（焙煎香）が特徴である。しかし、長期間保存される容器詰め飲料の形態（特
に、酸素透過性のある容器の形態）では、加熱殺菌や冷蔵状態での保存などの熱履歴や光
照射等の影響から、焙煎香が減少したり変化したりし易く、風味が変化しやすいという問
題がある。
【０００７】
　本発明の課題は、焙煎香の保存安定性を向上した焙煎コーヒー豆の微粉末を配合した容
器詰めのコーヒー飲料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、特定の粒子径に微粉
砕された焙煎コーヒー豆微粉末（不溶性コーヒー粉末）と焙煎コーヒー豆の抽出物とを配
合して得られるコーヒー飲料に、さらに麦芽の抽出物を配合して得られる容器詰めコーヒ
ー飲料が、焙煎コーヒー豆微粉末由来の焙煎香を安定に維持できることを見出し、本発明
を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、これに限定されるものではないが、本発明は以下を包含する。
（１）焙煎コーヒー豆を微粉砕して得られるメジアン径が５０～３００μｍの不溶性コー



(3) JP 6218035 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

ヒー粉末と、焙煎コーヒー豆の粉砕物に抽出処理を行って得られる焙煎コーヒー豆の抽出
物と、麦芽抽出物とを含有し、加熱殺菌して製造されるコーヒー飲料。
（２）コーヒー飲料１００ｍＬあたりの水不溶性固形分（Ａ）に対する麦芽抽出物の配合
量（Ｂ）が、乾燥重量を基準にして、[（Ｂ）／（Ａ）]＝０．００５～５である、（１）
に記載のコーヒー飲料。
（３）麦芽抽出物が非発酵の麦芽抽出物である、（１）または（２）記載のコーヒー飲料
。
（４）ｐＨが５．５～７．０である、（１）～（３）のいずれかに記載のコーヒー飲料。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、常温であっても、３ヶ月を越えて良好な焙煎香が維持される非アルコ
ール性の容器詰めコーヒー飲料が得られる。この容器詰めコーヒー飲料は、冷蔵温度で飲
用しても、焙煎コーヒー豆微粉末に起因する過度な苦味を知覚することなく、良好なコー
ヒー風味（豊かな芳香とフレーバー）を愉しむことができる飲料である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書でいう「コーヒー飲料」とは、コーヒー分を原料として使用し、加熱殺菌工程
を経て製造される飲料製品のことをいう。製品の種類は特に限定されないが、１９７７年
に認定された「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」の定義である「コーヒー」
「コーヒー飲料」「コーヒー入り清涼飲料」が主に挙げられる。また、コーヒー分を原料
とした飲料においても、乳固形分が３．０質量％以上のものは「飲用乳の表示に関する公
正競争規約」の適用を受け、「乳飲料」として取り扱われるが、これは、本発明における
コーヒー飲料に含まれるものとする。
【００１２】
　ここで、コーヒー分（本明細書中、焙煎コーヒー豆の抽出物とも表記する）とは、コー
ヒー豆由来の成分を含有する溶液のことをいい、例えば、コーヒー抽出液、すなわち、焙
煎、粉砕されたコーヒー豆を水や温水などを用いて抽出した溶液が挙げられる。また、コ
ーヒー抽出液を濃縮したコーヒーエキス、コーヒー抽出液を乾燥したインスタントコーヒ
ーなどを、水や温水などで適量に調整した溶液も、コーヒー分として挙げられる。
【００１３】
　本発明のコーヒー飲料は、上記のコーヒー分（焙煎コーヒー豆の抽出物）に、特定の粒
子径に微粉砕された焙煎コーヒー豆微粉末（不溶性コーヒー粉末）と、麦芽の抽出物とを
配合することを特徴とする。以下、これらについて詳述する。
【００１４】
　（不溶性コーヒー粉末）
　本発明の「不溶性コーヒー粉末」とは、焙煎コーヒー豆を微粉砕して得られるもの（焙
煎コーヒー豆微粉末）をいう。ここで、「焙煎コーヒー豆」とは、コーヒーの生豆に対し
て焙煎と呼ばれる加熱処理を施したものである。焙煎によって生豆に含まれている成分が
化学変化してコーヒーの風味（強い芳香性やフレーバー）が醸し出されており、また、空
隙含有構造体が形成されている。
【００１５】
　本発明の不溶性コーヒー粉末の原料となる焙煎コーヒー豆は、特に限定されない。直火
式、熱風式、半熱風式、炭火式、遠赤外線式、マイクロ波式、過熱水蒸気式などの方法で
、水平（横）ドラム型、垂直（縦）ドラム型、垂直回転ボール型、流動床型、加圧型など
の装置を用い、コーヒー豆の種別に対応して、所定の目的に応じた焙煎度に仕上げればよ
い。ただし、焙煎度が高いと油脂成分がコーヒー豆表面に析出しやすくなり、粉砕が困難
になったり、粉砕処理して得られる微粉末がケーキングを起こし易くなったりする。この
観点から、アグトロンカラーメーターで測定した値（アグトロン値）を指標として、４５
～７０程度、好ましくは５０～６０程度となるように焙煎された焙煎コーヒー豆が好適に
用いられる。なお、コーヒー豆の種別についても、限定されるものではなく、アラビカ種
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、ロブスタ種のいずれも使用できるが、ロブスタ種は好ましい態様の一例である。
【００１６】
　この焙煎コーヒー豆を粉砕処理して、本発明の不溶性コーヒー粉末を得る。粉砕処理は
、焙煎後、２４時間以内、好ましくは２０時間以内、より好ましくは１５時間以内、特に
好ましくは１０時間に行うことが好ましい。焙煎後の放置時間が長いと、油脂成分がコー
ヒー豆表面に析出しやすくなる。
【００１７】
　乾式での粉砕処理は、メジアン径で１ｍｍ以下に粗粉砕した後、微粉砕することが好ま
しい。微粉砕をする前に、予め粗粉砕することにより、一層効率よく短時間に微粉砕する
ことができ、コーヒーの香り（フレーバー）の飛散を最小限に抑えることができる。また
、粒度分布を狭くできるという利点もある。粗粉砕は、メジアン径で約１ｍｍ以下、好ま
しくは０．５ｍｍ以下になるように粉砕するが、その方法は特に制限されない。ロール式
ミル、ボール式ミル、石臼式ミル等、種々の形式の粉砕機を使用することができる。
【００１８】
　不溶性コーヒー粉末は、メジアン径で５０～３００μｍとなるように粉砕する。メジア
ン径で３００μｍを超える粉末は、飲料に配合した場合に食感や舌触りなどのテクスチャ
ーに違和感を与えることがある。より好ましい微粉砕の程度の上限はメジアン径で２５０
μｍ以下、さらに好ましくは２００μｍ以下である。また、メジアン径で５０μｍ未満と
なるまで微粉砕処理した場合には、本発明の保存安定効果が得られない傾向がある。より
好ましい微粉砕の程度の下限はメジアン径で７０μｍ以上、さらに好ましくは８０μｍ以
上、特に好ましくは９０μｍ以上である。微粉砕の方法も特に制限されず、ロール式粉砕
機、バーハンマー式やピンハンマー式等の衝撃式粉砕機、気流式粉砕機など、種々の形式
の粉砕機を使用することができるが、ロール式粉砕機が好ましく用いられる。
【００１９】
　粒子径は、多数個の測定結果を粒子径毎の存在比率の分布として表すのが一般的であり
、これを粒子径分布という。存在比率の基準としては体積基準と個数基準などがあるが、
本明細書では体積基準での存在比率で表わし、レーザー回折・散乱法に基づいた測定装置
にて測定することができる。測定装置の例としては、マイクロトラック粒度分布測定装置
（日機装株式会社製）である。そして、本明細書において焙煎コーヒー豆の微粉砕物の粒
子径をメジアン径で表わしているが、メジアン径とは粒子径の累積データの５０％径であ
り、粉体をある粒子径から２つに分けたとき、大きい側と小さい側が等量となる径のこと
である。
【００２０】
　本発明における不溶性コーヒー粉末は、コーヒー飲料１００ｍＬあたりの水不溶性固形
分（Ａ）が０．０１～１ｇ、好ましくは０．１～０．５ｇとなるように配合する。ここで
、水不溶性固形分とは、飲料中の不溶性固形分を濾紙上に集めて乾燥して得られる固形分
（重量）をいう。
【００２１】
　一般に、容器詰めコーヒー飲料は、常温で保存されて販売されたり、５～１０℃に冷蔵
されて販売されたり、冬季には５５℃に保温されて販売されたりする。焙煎コーヒー豆微
粉末を含有するコーヒー飲料は、飲用温度によってその風味が変化しやすく、特に冷蔵温
度（５～１０℃）で飲用する場合には、焙煎コーヒー豆微粉末の苦味が顕著に発現して、
嗜好性が低下するという問題がある。しかし、上記の不溶性コーヒー粉末と可溶性コーヒ
ー粉末とを配合したコーヒー飲料は、冷蔵温度で飲用しても、焙煎コーヒー豆微粉末に起
因する過度な苦味が知覚されにくく、良好なコーヒー風味（豊かな芳香とフレーバー）を
愉しむことができる。飲料１００ｍＬあたりの水不溶性固形分が０．０１ｇ未満であると
、本発明の十分な効果が得られないことがあり、飲料１００ｍＬあたりの水不溶性固形分
が１ｇを超えると、飲用時にザラツキを感じることがある。
【００２２】
　（麦芽抽出物）
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　本発明の不溶性コーヒー粉末含有コーヒー飲料は、非発酵の麦芽抽出物を必須成分とし
て含有する。ここで、本明細書において「非発酵の麦芽抽出物」とは、非発酵の麦芽を温
水等で抽出して得られる抽出物であり、この抽出物を発酵処理させていないものをいう。
すなわち、本発明のコーヒー飲料は、発酵させた麦芽の抽出物を使用するビールやビール
風味飲料とは異なるものであり、非アルコール性のコーヒー飲料である。
【００２３】
　麦類は発芽により、澱粉をデキストリンに分解するα－アミラーゼ、アミロースやデキ
ストリンのグルコース直鎖を加水分解してマルトースを生成するβ－アミラーゼ等の酵素
が生成される。そして、発芽した麦芽原料を焙煎処理する工程において、当該酵素の働き
により糖化がおこり、麦芽独特の甘味、コク味、旨味のある麦芽抽出物を得ることができ
る。麦芽の製造は、精選・選粒処理、浸漬処理、発芽処理により行う。麦芽としては、原
料麦が吸水すると、まず根芽が粒の外側に伸び、同時に葉芽が粒の背側の殻皮の内部を沿
って先端方向に伸びるが、先端の殻皮から外側まで伸びないうちに発芽を止めたものを用
いる。原料麦としては、二条大麦、六条大麦等の大麦を使用することができるが、香味の
観点からは、特に二条大麦が好適に用いられる。また、発芽は、Ｋａｓｔｅｎ発芽法、Ｗ
ａｎｄｅｒｈａｕｆｅｎ発芽法、Ｆｌｅｘｉｂｏｘ発芽法、Ｔｏｗｅｒ発芽法、Ｔｒｏｍ
ｍｅｌ発芽法等、数多くの発芽方式があるが、いずれの方式を用いて行ってもよい。
【００２４】
　本発明の麦芽抽出物には、焙煎し糖化した後に温水で抽出して得られる麦芽抽出物が好
適に用いられる。麦芽の焙煎温度は適宜設定すればよいが、通常、加熱温度：１５０～２
４０℃（好ましくは１７０～２２０℃）、加熱時間：５～６０分（好ましくは１０～４５
分）程度である。麦芽の糖化は、麦芽に含まれる酵素の働きにより澱粉質を分解して糖化
してもよいが、α－アミラーゼやグルコアミラーゼ等の糖化酵素を添加してもよい。
【００２５】
　麦芽の抽出は、攪拌抽出、カラム抽出等の公知の方法を採用することが可能である。そ
の条件は、温度：８０～９７℃（好ましくは８５～９７℃）、抽出時間：５～４５分（好
ましくは１０～３０分）であり、麦芽１重量部に対して３～３０重量部（好ましくは５～
２０重量部）の割合の湯水で抽出する。なお、糖化又は抽出の前に麦芽を粉砕してもよい
。
【００２６】
　本発明の飲料は、麦芽抽出物を配合することにより、長期間に渡る保存を行っても不溶
性コーヒー粉末に由来する好ましい焙煎香の減少や変化を抑え、製造直後の風味を維持で
きるものである。麦芽抽出物の配合量（Ｂ）は、不溶性コーヒー粉末の水不溶性固形分（
Ａ）に対して、乾燥重量を基準にして、成分（Ａ）と成分（Ｂ）との含有質量比[（Ｂ）
／（Ａ）]が０．００５～５、好ましくは０．０１～２となるように配合することが好ま
しい。
【００２７】
　（その他成分）
通常、コーヒー原料は弱酸性であるが、乳成分の安定性を保つために、容器詰めされる乳
入りコーヒー飲料では、通常、ｐＨ調整剤が添加され、ｐＨが５．５～７．０程度、好ま
しくはｐＨ６．０～７．０の中性領域になるようにｐＨ調整が行われている。しかし、こ
のｐＨ調整の段階では、コーヒー原料が本来有する風味（例えば、ほのかな酸味）や味わ
いが失われるという問題があった。しかし、本発明の不溶性コーヒー粉末及び麦芽抽出物
を含有するコーヒー飲料は、ｐＨが５．５～７．０程度、好ましくはｐＨ６．０～７．０
の中性領域であっても、コーヒーの味わいが十分に付与されており、またそのコーヒーの
味わいが長期間の保存で維持されるコーヒー飲料である。ここで、用いられるｐＨ調整剤
としては、水に溶解した時にアルカリ性を示す物質であれば限定されず、具体的には、重
曹（炭酸水素ナトリウム）、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウムなどが挙げられる。
【００２８】
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　（容器詰め飲料）
　本発明のコーヒー飲料は、上記したとおり、焙煎香の保存安定性を向上した容器詰めコ
ーヒー飲料である、本発明のコーヒー飲料が充填される容器としては、殺菌方法や保存方
法に合わせて適宜選択すればよく、アルミ缶、スチール缶、ＰＥＴボトル、ガラス瓶、紙
容器など、通常用いられる容器のいずれも用いることができる。
【００２９】
　本明細書における加熱殺菌とは、高温まで加熱して短時間殺菌した後、無菌条件下で殺
菌処理された保存容器に充填する方法（ＵＨＴ殺菌法）と、調合液を缶等の保存容器に充
填した後、レトルト処理を行うレトルト殺菌法とをいう。加熱殺菌の条件は、コーヒー飲
料の調合液の特性や使用する保存容器に応じて適宜選択すればよいが、ＵＨＴ殺菌法の場
合、通常１２０～１５０℃で１～１２０秒間程度、好ましくは１３０～１４５℃で３０～
１２０秒間程度の条件であり、レトルト殺菌法の場合、通常１１０～１３０℃で１０～３
０分程度、好ましくは１２０～１２５℃で１０～２０分間程度の条件である。
コーヒー飲料の焙煎香などの香味の評価は、官能評価によって行うことができる。例えば
、加熱殺菌処理後および長期間保存後のコーヒー飲料について、焙煎香の強さやコーヒー
風味を指標に評価する。
【実施例】
【００３０】
　以下、実施例を示して本発明の詳細を具体的に説明するが、本発明はこれに限定される
ものではない。
【００３１】
　［実施例１］
（１）不溶性コーヒー粉末の調製
　ロブスタ種のコーヒー豆を定法にてアグトロン値が５０～６０（５５程度）になるまで
焙煎して、焙煎コーヒー豆を得た。この焙煎コーヒー豆をロール式粉砕機にて粒子径がメ
ジアン径で１０５μｍ程度となるまで微粉砕して、焙煎コーヒー豆微粉末（不溶性コーヒ
ー粉末）を得た。なお、本実施例中、粒子径の測定には、マイクロトラック粒度分布測定
装置（日機装株式会社製、型式：ＭＴ３３００ＥＸII）を用いた。測定は、粉体の試料を
エアーで分散させながら、レーザー光を試料に照射し、回折散乱パターンから粒子径分布
の測定（乾式レーザー回折散乱法）を行い、粒子径の累積データの５０％径をメジアン径
とした。
（２）焙煎コーヒー豆の抽出物の調製
　ロブスタ種のコーヒー豆を定法にてアグトロン値が４５～４９になるまで焙煎して、焙
煎コーヒー豆を得た。この焙煎コーヒー豆を原料とし、湯による抽出処理を行ってコーヒ
ー抽出液を得、これを噴霧乾燥処理して粒子径がメジアン径で２７０μｍ程度の可溶性コ
ーヒー粉末（焙煎コーヒー豆の抽出物）を得た。
（３）コーヒー飲料の調製
　上記（１）で調製した不溶性コーヒー粉末（焙煎コーヒー豆微粉末）と、上記（２）で
調製した焙煎コーヒー豆の抽出物を用い、表１の処方で混合（全量１００重量％）し、さ
らに炭酸水素ナトリウムを用いてｐＨを６．５調整して、コーヒー調合液を得た。
【００３２】



(7) JP 6218035 B2 2017.10.25

10

20

30

40

【表１】

【００３３】
　このコーヒー調合液を食品衛生法に従った殺菌条件で加熱殺菌後、熱可塑性樹脂の容器
に１５０ｇずつ充填し、容器蓋をヒートシールして密封して容器詰めコーヒー飲料（水不
溶性固形分量：０．２ｇ／１００ｍＬ）を製造した。また、比較として、麦芽抽出物を配
合しない以外は同様に製造したもの（比較例１）を製造した。なお、水不溶性固形分量は
以下の方法により測定した。
【００３４】
　（水不溶性固形分量の測定）
　２５℃に恒温したサンプル（コーヒー飲料）をよく攪拌し均一な状態にし、１０ｇを遠
沈管に定量し、卓上本架遠心機（KOKVSAN H-28F）を用いて、処理温度２０℃、回転数３
０００ｒｐｍで１０分間遠心した。保留粒子径が５μｍの濾紙の乾燥質量を測定した後、
遠沈管内の遠心後の上清固形分を減圧濾過により集めた。次に遠沈管中にイオン交換水を
加えて攪拌し、再び同条件で１０分間遠心した。遠沈管内の遠心後の上清固形分を該濾紙
上に減圧濾過により集めた。残った固形分も該濾紙上に集めて水洗し、減圧濾過した。水
洗に用いたイオン交換水は全量で１００ｍＬとした。該濾紙を乾燥後に質量を測定し、以
下の式により水不溶性固形分量（質量％）を算出した。
【００３５】
　［水不溶性固形分量（質量％）］＝［（乾燥後の濾紙質量（ｇ））－（濾紙の初期乾燥
質量（ｇ））］／１０（ｇ）×１００
【００３６】
（４）官能評価
　２種類の容器詰めコーヒー飲料を３ヶ月間常温で保存した後、冷蔵温度（５～１０℃）
に冷却したものを官能評価した。官能評価は５名の専門パネラーにより、焙煎香の強さに
ついて、＋＋：とても強い、＋：強い、±：普通、－：弱いとし、最も多い評価で表わし
た。
（５）結果
　結果を表２に示す。不溶性コーヒー粉末と焙煎コーヒー豆の抽出物と麦芽抽出物とを含
有する本発明のコーヒー飲料は、顕著に焙煎香が維持されていた。
【００３７】
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